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2021年4月1日

東京労働局 労働基準部 安全課

解体工事における労働災害発生状況と
問題点等について 第13次労働災害防止計画

（労働災害発生状況と推進状況）

東京労働局管内の労働災害の推移
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◎13次防計画の目標値︓12次防計画最終年と比較して13次防計画最終年で
死亡災害︓15％以上減少（56人以下）、死傷災害︓5％以上減少(9, 345人以下)

休業４日以上死傷者数
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死亡災害の目標と災害発生状況人

第13次労働災害防止計画の目標と推進状況
労働災害の防止に当たっては、行政や労働災害防止団体、労働者を雇用する事業者、作業を行う

労働者だけではなく、仕事を発注する発注者や仕事によって生み出される製品やサービスを利用す
る消費者等、すべての関係者が、「労働災害は本来あってはならないものである」との認識を共有
し、安全や健康のために要するコストへの理解を醸成し、それぞれの立場に応じた責任ある行動を
とる社会を実現していかなければならない。

目指すべき社会の実現に向け、“Safe Work TOKYO”の下、

「トップが打ち出す方針 みんなで共有 生み出す安全・安心」をキャッチフレーズと
して、すべての関係者が認識を共有して取組を推進することとする。

計
画
の
ね
ら
い

○死亡災害： 2017年と比較して、2022年までに15％以上減少させる。
○死傷災害： 増加が著しい業種、事故の型に着目した対策を講じることにより、死傷者数を2017年と比較して、2022

年までに５％以上減少させる

基
本
目
標

第13次防ロゴマーク

・建設業における死亡者数 2017年と比較して、2022年までに15％以上減少させる。小目標（建設業）

【基本目標】
死亡災害︓2021年（令和３年）の死亡者数は、77人。

（13次防目標︓56人以下）→令和３年は未達成
死傷災害︓2021年（令和３年）の死傷災害は、12,876人。

（13次防目標︓9345以下）→令和3年は未達成
【小目標】

建設業︓2021年（令和３年）の死亡者数は、28人。
（13次防目標︓23人以下）→令和３年は未達成

13次防計画の４年目における推進状況
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5
資料出所︓労働者死傷病報告

東京局管内の死亡災害推移（平成24年～令和３年）／業種別／墜落・転落
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東京局の建設業の災害の推移（死亡）
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＊ 建設業の死亡者数は全業種の3割から4割。この内の約5割が墜落・転落災害。
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東京局管内の休業4日以上の災害発生状況（業種別）/事故の型別物
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資料出所︓労働者死傷病報告

・ 建設業は全業種の約１０％を占める。
・ 事故の型別でみると建設業は「墜落・転落」によるものが多い。
・ 転倒による災害は業種横断的に多く発生している。

建設業における休業4日以上の労働災害発生状況
「事故の型別」 （令和３年︓東京）

資料出所︓労働者死傷病報告
7

墜落・転落,
306 人, 26%

転倒, 123 人, 
10%

はさまれ・
巻き込まれ, 

121 人, 10%飛来・落下, 
89 人, 8%

動作の反動・
無理な動作, 
76 人, 7%

切れ・こすれ, 
72 人, 6%

激突され, 
51 人, 4%

崩壊・倒壊, 
38 人, 3%

激突, 38 人, 3%

交通事故, 25 人, 2%

その他, 
245 人,

21%

建設業
1,184人

新型コロナウイルス感染症
によるり患者含む

・ 墜落・転落の割合が高い（３割近く）。
次いで、転倒、はさまれ、動作の反動・無理な動作、これらで半数を占める。

・ 墜落・転落は、主に脚立等の使用時などで多く発生している。

8資料出所︓労働者死傷病報告

建設業の労働災害を「年齢別」でみると・・
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年齢別／事故の型別災害発生状況

50歳以上 50歳未満

・ 各年とも死傷者の年齢別の災害傾向は同じ、40歳以上50歳未満が全体の22%を占め最も多い
・ 50歳以上の労働災害は全体の約40%を占める
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令和４年における建設業の労働災害発生状況

9

建設業における死亡災害事例１（令和４年発生︓東京）
資料出所︓死亡災害報告

10

職種

経験

作業者・技能

者

20年以上30年

未満

機械修理工

1年以上5年未

満

大工

30年以上

とび工

10年以上20年

未満

土工

30年以上

土工

30年以上

月日 業種
事故の型

発生状況の概要年齢
起因物

１月
その他の

建設業

はさまれ、巻き

込まれ

　アスファルト合材を製造するプラントの定期メンテナンスを受託した業者

の社長及び労働者１名が、ミキサー内で消耗したミキサーの羽根等を交換し

ていたところ、作業を行っていた社長と労働者がミキサーに挟まれたもの。
20歳代

混合機、粉砕機

１月
その他の

建設業

墜落、転落

　トラックの荷台から機器をおろす作業の際、テールゲートリフターに機器

を載せて位置の調整をしていたところ、被災者が機器とともにテールゲート

リフターから墜落し被災者は機器の下敷きとなったもの。
70歳代

トラック

１月
建築工事

業

墜落、転落

　マンション建設現場１階において、一人作業で型枠解体作業に従事してい

た被災者が，脚立の横で意識不明の状態で倒れていたもの。

70歳代

はしご等

１月
建築工事

業

墜落、転落

　足場解体作業に伴い、足場の10層目付近にて足場のメッシュシートを外す

作業を行っていたところ、足場から墜落したもの。

30歳代

足場

1

2

3

4

　溶接場において、ガス溶接によりアースドリルの補強に用いる鉄材を溶断

しようとしたところ、ガス溶接の炎が着衣に接触し、燃え広がったことによ

り、胸部以下の火傷を負ったもの。

5

6

火災

ガス溶接装置

２月
土木工事

業
80歳代

２月
建築工事

業

墜落、転落

　戸建住宅の建設工事における地下室において、壁面に取り付けた下地材の

出幅調整作業を、脚立を使用して行っていたところ、脚立の高さ約１メート

ルの段上から転落したもの。
60歳代

はしご等

建設業における死亡災害事例２（令和４年発生︓東京）

11

資料出所︓死亡災害報告

11

解体工

1年以上5年未

満

設備機械工

1年以上5年未

満

とび工

30年以上

とび工

20年以上30年

未満

とび工

20年以上30年

未満

土工

30年以上

５月
建築工事

業

激突され

　公共施設庁舎改築工事現場において、被災者が現場内の掘削残土に混入す

るゴミを手で取り除く作業を行っていたところ、同残土の搬出作業を行って

いた別事業場の労働者が運転するドラグショベルのバケットに接触したも

の。60歳代

整地・運搬・積

込み用機械

５月
その他の

建設業

飛来、落下

　既存建物解体工事のエレベーター昇降路内において、地下２階と地下１階

の間の鉄骨上で足場組、段取りのため、地下２階に止めたエレベーター搬器

に取り付けられたワイヤロープを外したところ、エレベーターが１ｍ程落下

した。

その後、昇降路頂部からワイヤロープと部品が落下し、被災者を巻き込んだ

ことで左腕を切断したもの。

50歳代

エレベータ、リ

フト

墜落、転落

　解体工事現場において、２階屋上で養生シートを設置していたところ、天

窓を踏み抜き墜落したもの。

20歳代

屋根、はり、も

や、けた、合掌

３月
建築工事

業

墜落、転落

　工事用ラック式エレベーターのガイドレールの盛替え作業（１０階から１

１階）を行っていた被災者が、搬器とともに１０階から１階へ墜落したも

の。
40歳代

エレベータ、リ

フト

３月
その他の

建設業

墜落、転落

　建物屋上の空調室外機の撤去作業中、建物屋上を台車資材を移動中に高さ

１９ｍから墜落したもの。

20歳代

作業床、歩み板

３月
建築工事

業

墜落、転落

　地上４階建の共同住宅新築工事において、躯体南側の抱き足場の組立て作

業中であった二次下請の作業員が、地上で倒れている状態で発見され、病院

に搬送されたが死亡したもの。被災者は、直前まで高さ約６．８メートルの

足場上で組立作業に従事していたことから、同所から墜落したものと推定さ

れる。

60歳代

足場

10

11

12

7

8

9

２月
建築工事

業

建設業における死亡災害事例３（令和４年発生︓東京）

12

資料出所︓死亡災害報告

12東京労働局で9月末までに把握した事例

設備機械工

1年以上5年未

満

電工

30年以上

とび工

10年以上20年

未満

土木作業員

20年以上30年

未満

れんが積工、

タイル張工

20年以上30年

未満

5月
その他の

建設業

交通事故（道

路）

　汚泥処理プラント設備工事の作業を終え、トラックに乗車し所属事業場に

戻る途中、高速道路出口付近で、２車線の右出口側に渋滞で並んでいたト

レーラーに追突し衝撃で道路へ投げ出されたもの。
60歳代

トラック

　高さ約３メートルの住宅の屋根に上り、ケーブルテレビ用の引込み線を束

ねる作業を行っていたところ、地上に墜落したもの。

70歳代

屋根、はり、も

や、けた、合掌

　３５℃を超える猛暑日に事業場内でセメント置場の片付け作業をしていた

ところ、セメント袋を持ち上げたがうまく持ち上がらず手前に落とし、その

後前のめりに倒れ,病院に搬送されたが熱中症により死亡したもの。
40歳代

高温・低温環境

15 ６月
建築工事

業

飛来、落下

　地上１０階建のビルを解体する工事において、西面外壁の窓に固定されて

いた外部足場の壁つなぎを建物内側から取り外そうとしたところ、西面外壁

の一部が被災者側に崩落し、これと窓の下部の外壁に胸部が挟まれ死亡した

もの。30歳代

建築物、構築物

13

14

17 7月
建築工事

業

16 ６月
土木工事

業

高温・低温の物

との接触

６月
その他の

建設業

墜落、転落

墜落、転落

　地上２階建の共同住宅新築工事において、躯体西側の足場上で外壁材取り
付け作業を担当していた被災者が、地上で倒れている状態で発見されたも

の。目撃者はおらず、足場作業床（地上から１層または２層目）から、地上

まで約３～５ｍ墜落したものと推定される。60歳代

足場
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年 建設業死亡者数 解体工事死亡者数 比率 型別

令和元年 13 1 7.7%  崩壊、倒壊１
令和２年 14 0 -

 墜落、転落１
 激突され１

令和４年 墜落、転落１
（9月末日現在） 飛来、落下２

令和３年 7.1%

17 3 17.6%

28 2

解体工事業における災害発生状況の推移①（東京局管内）

13
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解体工事に係る死亡災害の推移
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資料出所︓労働者死傷病報告
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解体工事に係る死傷災害（休業４日以上）の推移

年 建設業死傷者数 解体工事死傷者数 比率
令和元年 1215 87 7.2%
令和２年 1022 80 7.8%
令和３年 1184 86 7.3%
令和４年

（８月末日時点）
772 51 6.6％
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資料出所︓労働者死傷病報告
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解体工事業における災害発生状況の推移④（東京局管内）
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資料出所︓労働者死傷病報告
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令和３年 解体工事業災害分析 その２
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解 体 工 事 現 場 に お け る 問 題 点

17
17

・元請事業場の統括管理が十分に機能せずに、作業計画が不十
分になりやすい。（専門工事業者に任せきりの現場もある。）
⇒ラフな作業になりやすい。

・工期、コストとも経済情勢に反映されやすく、安全衛生経費
が低く見積もられることがある。⇒安全衛生対策が不十分

・墜落、転落や解体する建物（壁など）の倒壊・崩壊、ガラの
飛散による災害発生の危険がある。⇒重篤災害の発生リスク

・重機使用による騒音や、ガラ等の落下による振動などが発生
する。⇒近隣住民への悪影響

・解体物（ガラ等）による多量のほこりや粉じんの発生、石綿
が飛散する。⇒職業性疾病が発症、近隣住民への悪影響

第三者を巻き込んだ公衆災害発生の危険も・・

建設業における労働災害発生状況の特徴

18

１ 建設業における労働災害は増加傾向
（R4年は死亡災害、休業災害が前年比で増加）

２ 「墜落・転落」が多く約３割（解体工事では４割以上）。
（R4年の死亡災害では６割が「墜落・転落」、

休業災害では「はしご等」からの墜落も目立つ）
R4年の解体工事では死亡災害の半数を占める。

⇒ 墜落制止用器具の未使用など基本的な墜落・転落防止
対策の徹底」が不十分

３ 高年齢労働者が占める割合が年々増加（50歳以上が約４割で
あり「転倒」や、腰痛等の「動作の反動・無理な動作」が多い）

労働局における建設業に対する取組

Safe Work建設現場死亡災害撲滅取組期間
（令和４年６月～７月 ）

20

【背景】
本年５月18日時点で13人と前年同期12人）に比べ１人増加

➡13次防の建設業における数値目標（死亡者数23人以下）の達成に向け危機的な状況
・死亡者数全体の約７割が墜落・転落によるもの

➡建設現場における死亡災害の撲滅・休業災害の減少に向けて、集中的現場指導
の実施や建設事業者や関係団体に対して災害防止の要請などの働きかけが必要

【取組概要】
１ 建設業労働災害防止関係団体等への本期間中のパトロール強化の要請

・ 局長から文書により各建設業労働災害防止関係団体等の長あて、死亡災害撲滅を
目的とした本取組期間中のパトロール強化等について文書により要請。

２ パトロールの実施
・ 局幹部と建設業労働災害防止協会東京支部との

合同によるパトロール（都内６現場）
・ 局長による大規模建設現場パトロール

（江東区内の大規模建設工事現場）
３ 集中的な現場指導の実施

・東京労働局及び都内の各労働基準監督署に
おいて、本取組期間中に施工中の建設工事
に対して現場指導を集中的に実施。 局幹部と建災防東京支部の６分会（安全指導者）と合同

都内の６つの建設現場に対してパトロール実施（6月27日）
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その他、災害発生状況に対応した取組１

22

〇 STOP︕︕移動式クレーンの転倒災害防止︕︕（令和４年６月）
【背景】

都内の建設工事現場において、移動式クレーンの転倒が頻発していることから、
建設事業者やリース業者、関係団体等に対して「転倒防止の徹底」を要請。

【重点事項】
１ 作業計画の策定（計画段階におけるリスクアセスメントの実施や関係者への周知含む）
２ 機械の能力に応じた適正な使用の徹底（性能表等による作業半径等の確認等）
３ 地盤強度の確保の徹底（敷鉄板の敷設、アウトリガー最大張り出し等）
４ 安全装置の有効保持の徹底（過負荷防止装置の適切な設定含む）

東京労働局 井口労働基準部長（左）から建災防東京支部へ
要請（6月27日︓局幹部と建災防東京支部との合同パトロール会場にて）

移動式クレーン安全作業チェックリスト

その他、災害発生状況に対応した取組２

23

〇 エレベーター組立て・解体作業中に死亡災害が発生︕
安全管理の徹底を︕︕（令和４年８月）

【背景】
都内の建設工事現場において、エレベーターの組立て、解体作業に関連した死亡災害が

複数発生していることから、建設事業者や関係団体等に対して「労働災害防止の徹底」を要請。
【重点事項】
１ 計画・手順作成とリスクアセスメントの実施
２ 墜落・転落、飛来・落下防止措置の徹底
３ 作業指揮者の選任、安全教育の実施

エレベーターの組立て、解体作業に係るチェックリスト

令和４年に発生したエレベーター死亡災害事例（令和4年6月末時点）

その他、災害発生状況に対応した取組３

24

〇 解体工事における労働災害防止の徹底について（令和４年８月）
【背景】

本年の７月末時点で解体工事現場において、事前調査の未実施や作業計画の未策定等
が要因で、解体中の建物からの墜落や外壁の崩壊・倒壊による死亡災害が３件発生して
いることから、解体工事関係団体に対して「解体工事における労働災害防止の徹底」を要請。

【重点事項】
１ 事前調査の実施と作業計画の策定・リスクアセスメント

の実施
２ 墜落・転落災害の防止（有効な作業床や手すりの設置、

墜落制止用器具の使用の徹底）
３ 崩壊・倒壊災害の防止（壁等の解体作業手順書の作成

及び遵守）
４ 解体用機械による災害の防止(転倒防止、作業範囲内

への立入禁止)
５ 石綿障害予防規則の遵守（事前調査の実施、ばく露防止

及び飛散防止対策の徹底等）
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今後の東京労働局における建設業への取組

ご清聴、ありがとうございました︕

・安全衛生管理活動の強化
安全衛生管理活動の活性化と下請事業者に対する的確な指導・支援等

・墜落・転落災害防止対策の徹底
現場巡視の励行、高所作業における墜落・転落防止を重点とした点検強化等

・安全衛生意識の向上等を目指した安全衛生教育実施の徹底
危険意識の低下や作業の慣れによる災害防止策として、リスクアセス

メント及びＫＹ活動の活性化、災害事例の共有や体験型安全衛生教育の実施等

重点指導事項
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「解体工事における事故災害」

一般社団法人東京建物解体協会
理事 仲 野 昭

はじめに ‒ 解体工事業者数 -

「解体工事」と建設業の許可

都知事許可業者（５００万未満の工事）
＝ ２，０２０社（５月末現在）

国土交通大臣・東京都知事許可（５００万円以上の工事）
＝ 東京都で３００社以上あるとみられます。
（東京建物解体協会正会員数：98社）

なぜ事故がおきるのか

2）危機意識の欠如・欠落

1）経験・知識の不足

4

◎報道概要

平成22年10月14日午後3時35分頃、岐阜市のステンレス工場解体現場
で、突然高さ約11メートルの壁（壁面の長さ約17メートル）が市道側に倒れ、
自転車で帰宅中の高校２年生（女子）（17）が下敷きになった。
消防が救出し病院に搬送したが、午後5時15分に死亡が確認された。
工場は屋根や３辺の壁が既に撤去され、倒壊した市道側の壁だけが

残っていた。
捜査関係者によると、今回のような解体作業の場合、倒壊防止のため、壁
面を地面や足場とワイヤなどで固定して作業を進めるのが一般的だが、壁
面内側には、こうした措置を取った痕跡はなかったという。さらに、倒壊当時、
現場責任者が現場を離れていた疑いがあるほか、高校生が下敷きになっ
た道路側に警備員を配置していなかったことも判明した。

平成22年10月14日(木) 岐阜市のステンレス工場解体現場での事故（公衆災害）
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発生場所  岐阜市のステンレス工場 
発 注 者  同上 
下  請 岐阜市の「解体業者」  
元  請  岐阜市の建設業者（一級建築士事務所） 
工事内容 市道拡幅工事に伴う解 
敷  地 東西 57 メートル 南北 34ｍ 約２,０００㎡ 
建  物 鉄骨トタン張り 
事故内容 北側外壁解体中の倒壊。大きさ 高さ 11ｍ 幅 17.5ｍ。女子高生に直撃。 
刑事事件 業過致死容疑で書類送検されたのは、同社の社長（73）と専務（51）、 

 重機オペレーター（61）の３人。その後、専務と重機オペレーターは 

業務上過失致死で起訴され判決はいずれも禁固１年２ヶ月の実刑。 

元請け会社については、現場に主任技術者を置かなかったとして建設 

業法違反の疑いで、この元請け会社と社長（52）を書類送検した。 
民事事件 死亡した高校生の家族が事故を起こした岐阜市の解体業者に対し、損害

賠償として約１億 6300 万円を求めている。 

 
6

◎報道概要

平成24年2月17日(金)午後4時45分ごろ、東京都新宿区大京町の8
階建てビル解体工事現場で「男性作業員2人ががれきの下敷きになっ
た」と119番通報があった。
１人は約10トンのコンクリートのがれきの下に生き埋めになり、発生

から約11時間後の18日午前3時半ごろに見つかった。
作業員は病院に搬送されたが、死亡を確認。
もう一人は救助され、足を骨折し重傷。

3階部分のコンクリートの柱や外壁を切断して建物の内側に倒す作業
をしていたところ、機械で固定していた柱などが突然外側に倒壊し、
2人が巻き込まれたという。

発生場所 東京都新宿区大京町のビル解体工事現場

建 物 SRC地下1階地上8階建て。
事故内容 柱とｺﾝｸﾘｰﾄ壁が崩壊。男性作業員(20歳)が死亡。

もう1名(30歳)が重傷。

平成24年2月17日(金) 東京･新宿区ビル解体現場で柱や外壁倒壊（労働災害）

7

◎報道概要
平成26年8月26日午前11時ごろ、東京都中央区日本橋人形町のビル解体工

事現場で、防音などのために敷地を取り囲んでいた鉄製パネルが歩道に倒れ、通
行中の男性１人が下敷きになった。男性は搬送先の病院で死亡が確認された。
男性は仕事で地方から出張中の60代とみられる。
倒れたパネルは高さ約4.4メートルで、幅約15メートルにわたって倒れており、総
重量は約300キロに上ると推計される。パネルは普段、鉄パイプの支柱で支えられ
ていたが、この日は支柱のうち６本を一度に撤去していたという。 パネルを支える
強度が低下し、風などの影響で倒れたとみられる。
発生場所 東京都中央区日本橋人形町のビル解体工事現場

建 物 RC10階建て。延べ約4612㎡。
事故内容 鉄製パネル(いわば,パネル式の鉄製の塀)が倒壊。歩行者の66歳

男性が死亡。

平成26年8月21日(木) 東京･中央区のビル解体工事現場で鉄製パネルが倒れる(公衆災害)

8

◎報道概要
平成26年12月６日午後１時10分ごろ、東京都千代田区神田和泉町のビル解体工事現

場で壁が突然崩れて１人が下敷きになった。工事中に壁が崩壊し、人が下敷きになってい
ると119番通報があったことで事故が発覚。
作業員は約30分後に救出されたが、意識不明の重体(その後死亡が確認された)。５階

建てビルの４階部分で、３人の作業員が北側のコンクリート壁を解体していたが、突然一部
の壁が倒れてきて、23歳の男性作業員１人が下敷きになった。
男性作業員は意識不明・心肺停止の重体。崩れた壁は高さ3m・幅2.5m・厚さ0.2mほど。

発生場所 東京都千代田区神田和泉町のビル（4階）

建 物 RC5階建て。延べ約4612㎡。

事故内容 壁が倒壊。下敷きとなった23歳男性が死亡。

平成26年12月6日(火)東京･千代田区のビル解体工事現場で壁が崩壊 (労働災害)
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◎報道概要

令和3年9月13日午後4時30分ごろ、福岡県博多市で解体作業中であった博多駅東3丁
目のビル地下駐車場で、地下の受水槽室にあった高圧洗浄機から一酸化炭素が発生し、
地下に充満した。死傷した3人は地下に降り、作業員（70）、アルバイト男性（73）が死亡。男
子大学生（20）は命に別状はなかった。厚生労働省のガイドラインでは、一酸化炭素が発生
する高圧洗浄機は建物内では使用しないよう注意しており、現場責任者は安全管理を怠っ
たとして、業務上過失致死傷の疑いで書類送検された。

発生場所 福岡県博多市博多区東3丁目ビル

建 物 地下駐車場

事故内容 地下の受水槽にあった高圧洗浄機から一酸化炭素が発生し地下に充満

令和3年9月13日(月)福岡県博多市で一酸化炭素中毒(労働災害)

10

◎報道概要
令和4年5月6日午後3時55分ごろ、東京都台東区寿のビル解体現場でエレベーターが

落ちたと119番通報があった。エレベーターの上で作業を行っていた50代男性作業員が病
院に搬送されたが、約1時間後に死亡が確認された。
男性は地下1階でエレベーターの天井に乗り、壁に含まれていたアスベスト（石綿）の除

去作業を行っていた。作業中に誤ってエレベーターを吊るすワイヤを切断した可能性があり、
地下2階に落下して切断されたワイヤが左腕に当たるなどした。解体工事現場では9人が
作業していたが、エレベーターでの作業は男性1人が行っていた。

発生場所 東京都台東区寿

建 物 地下

事故内容 上に乗っていたエレベーターが落下し50代男性が死亡

令和4年5月6日(金)東京都台東区で作業員の転落(労働災害)

11

事例（１） ： 外壁の崩壊

発生日時 平成15年3月13日(木) 発生場所 静岡県富士市

発生状況 ビル解体工事現場において、4階まで鉄筋コンクリート造建築物
の上部に増築された鉄骨造の5階外壁を解体中に外壁の一部（高さ
約3ｍ、幅約15ｍ）が約15ｍ～20ｍ下の道路側に崩落。解体作業
を行っていた作業者2名も墜落し死亡。また、信号待ちの車両2台が
落下した壁の下敷きとなり、搭乗者4名のうち2名が死亡。2名が
重軽傷。

考えられる原因
・事前調査を確実に行わなかった
・鉄骨柱のアンカーボルトが腐食していた
・解体手順が適切でなかった
・転倒防止ワイヤを張ってなかった
・転倒方向や重心位置の検討がなされていなかった
・カーテンウォールの事前処置が適当でなかった
・外荷の状態で転倒をさせた
・重機の能力を過信した

改善策（対策）
・事前調査を確実に行う（特に増改築部分に注意する）
・鉄骨柱のアンカ－ボルトの強度を確認する
・転倒方向や重心の位置などを検討し、転倒防止ワイヤ等を設置する
・カーテンウォール等自立しないものは事前に撤去する
・外荷を無くす、減らす努力をする
・外部に人員を配置し通行規制を行う

03・3・13 静岡
12

発生日時 平成16年12月６日(月)午後6時頃
発生場所 北海道旭川市

発生状況 ビル解体工事現場において、4階の高さの外壁を2階から
内側に倒す作業中2階部分(壁の一部、幅約20ｍ、高さ
約10m)が崩壊。コンクリートのがれきや工事用の足場など
が30メートルにわたって道路を埋め尽くし、乗用車4台を
直撃。うち1台の乗用車には男性1人が乗っていたが、幸い
けがはなかった。作業員1名挫傷。

考えられる原因
・施工計画が不十分であった（構造形式・根回し等）
・外荷の状態であった
・解体手順が適切でなかった（各階倒しではなく大倒しを
した）
・作業方針と実際の作業に隔たりがあった

改善策（対策）
・施工計画を十分に行う（構造形式・根回し等）
・外荷を無くす、減らす努力をする
・外部に人員を配置し通行規制を行う
・無理に大倒しをしない
・明確にした作業方針のもとで作業を行う

事例（２） ： 外壁の崩壊

04・12・6 北海道
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発生日時 平成17年8月24日(水) 午後1時40分頃

発生場所 大阪市中央区

発生状況 鉄筋コンクリート５階建ての解体現場で、パワーショベルを

使って壁を崩す 作業を行った際、階部分の壁の一部（横

約10ｍ、縦約2ｍ、厚さ約30ｃｍ）や鉄材とともに道路側に向

かって倒れた。 地上から約15メートルの電線に引っかかっ

て落下は免れたが、コンクリートの破片が路上に落ち、乗用車

窓ガラスにヒビが入るなどした。 通行人にけがはなかった。

事例（３） ： 外壁の崩壊

05・8・24 大阪

14

事例（４） ： 重機の転落

発生日時 平成15年12月3日(金)正午頃
発生場所 大阪府大阪市

発生状況 8階建てのビル解体工事現場において、4階部分
でパワーショベル(約13トン)を使った掘削作業中に
床が崩落。
作業員がパワーショベルとともに地下1階部分まで
転落作業者１名死亡。

考えられる原因
・重機作業床に十分なサポートをしていなかった
・重機が計画以上に重かった
・解体したコンクリート塊を大量に集積していた
・作業主任者がいなかった
・重機の運転が乱暴だった

改善策（対策）
・床の強度検査を行って、十分な補強をする
・重機の重量に注意する
・解体したコンクリート塊を小まめに除去する。
・作業主任者の直接指揮で作業する
・乱暴運転をしない

03・12・3 大阪

15

クランプ止め(滑り
止め捨クランプ）

図-Ｄ

図-Ｃ

図-Ｄ

クランプ止め(滑り止め捨クランプ）

クランプ止め(滑り止め捨クランプ）

防音パネル

ワイヤー(3分以上）

シャックル

ワイヤー(3分以上）

ターンバックル

丸環ボルト

パイプ突っ張り

コア抜き(又はハツリ明け）

ホールインアンカー(4分）

ホールインアンカー(4分）

・全面シート・防音パネル張り時の壁つなぎは２層２
スパンを最低限度とする。但し条件によってはさらに
補強が必要となる。

・足場の片持ち跳ね出し部は、平面では1スパン、上
方向では2スパンを最低限度とする。作業終了時の
仮ワイヤーを習慣つける。図－Ｅ

・最上部は屋上も含め、解体部より1枠を延ばしておく
こと(跳ね出し補強は日常的に補強控えを取っておく
こと。）図－Ｄ

・強風時、突風時期、休暇前には緩み・はずれ・飛散
防止の点検と確実な処置実施

・あと打ちアンカーは原則禁止とし、止む得ない場合
は使用部位、耐力確認、補強方法検討の上採用する
。

・足場足元は、沈下防止、移動防止、浮き上がり防止
を確実に実施する。

図-Ｃ

ＲＦＬ

外部足場組立ての要点
１－1

16

外壁転倒作業の基本的な留意点

原則柱２本のブロック
毎に施工する

引き倒したときに重機に接触
しない作業範囲を確認する

立入禁止措置を確実に行う

柱の残断面の確認を行う

作業主任者

作業主任者の
直接指揮で作業する

トラワイヤーを確実に設置、又はもう１台で転倒防止をする

の部分は
必ず事前に
撤去する

２－１
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地上からの解体作業の基本的な留意点

防音､防じん用パネル等を張る

作業主任者

重機のヘッドガードを確実に取付ける

作業主任者の直接指揮で
作業する

重機の足元を確認する

立入禁止措置を確実に行う

の部分は
必ず事前に
撤去する

２－２

18

階上からの解体作業の基本的な留意点

防音､防粉じんのﾊﾟﾈﾙ等を張る

立入禁止措置

運転者は作業主
任者の指示により
操作する

防じんのため散
水する

床の補強は構造計算で確認する

作業主任者

の部分は
必ず事前に
撤去する

作業主任者の直接指揮で作業する

２－３

19

跳ね出しスラブの階上からの解体作業の要点

▽５Ｆ（ｎー３
Ｆ）

重機の移動範囲の

スラブの補強に注意
Ａ

３－１

20

床スラブの階上からの解体作業の要点
４－１
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①解体工事の工学的アプローチの少なさ

②勘と経験による施工

③熟練者の減少

④人材不足

２)安全管理体制・意識

２．事故災害の一般的要因と対策

①安価第一、スピード第二、安全第三

②元請は解体工事業者に任せきり

22

(１)対策

１） ・解体工学の確立

・解体工事専門資格制度の整備

・教育訓練制度の整備

・解体工事に対する意識改革

２） ・法令遵守の徹底

・安全衛生管理活動の徹底

23

①大型・高層物件が増加
②構造的な変化
・デザイン的に複雑な物件が増加

・オーバーハング、吹き抜け、カーテンウォールなど

③増改築物件が増加
④解体対象物が増加

①重機の大型化

②アタッチメントの大型化、性能アップ

③作業の増加 ・分別解体,有害物質除去など

24

(２)対策

１）・着工前検討会

・チェックリストの作成

・ガイドラインの遵守

２）・使用条件の確認

・路盤条件の確認

・オペレータの教育



7

25

①「解体工事はサービス」の意識

・解体工事・新築工事の一括発注

②過当競争によって単価が下落
・新規参入者の増加 ・赤字受注・利益優先 ・安全対策費の圧縮

③廃棄物処理費の高騰によるしわ寄せ

１）請負金額

①新築工事優先の工程計画

②早朝・深夜工事

③工期短縮

26

(３)対策

１）・解体工事費（安全対策費）の確保

・発注者への啓発

・適正な請負契約

・適正な下請契約

２）・工期の確保

・路盤条件の確認

・発注者への啓発

2022/10/17 27

①解体工法の非確立

・研究者,論文などの少なさ
・大型,特殊建築物などの個別的な施工

②作業手順書の未整備

１）工法

①事前調査の不徹底

②設計図書等の非保存

・所有者変更で設計図書等が散逸

・竣工図・増改築図面の軽視

・図面と現状との差異

③施工計画書の非作成

２）事前調査

28

(４)対策

１）・工法（解体工学）の確立

・汎用手順書などの普及

２）・事前調査の徹底

・実務的施工計画書の作成

・発注者への啓発
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• 解体工事に係る災害は、減少していない。
• 解体工事に係る災害は、重大災害になる可能性が高い。
• 解体工事に係る災害は、公衆災害となる可能性が高い。
• 労働災害では、墜落・転落災害が最も多い。
• 解体工事特有の災害としては、外壁の崩壊・倒壊、重機
の転落、飛来落下、足場の倒壊などがある。

おわりに

30

－ 災害発生の一般的要因と対策 —

人的要因 (１)技術・技能 (２)安全管理体制
→ 解体工事技術者の育成

物的要因 (１)解体対象物の変化 (２)機械・器具の変化
→ 大型機械等への対応

経済的要因 (１)請負金額 (２)工期
→ 解体工事費・工期の確保

情報的要因 (１)工法 (２)事前調査
→ 工法の確立・事前調査等の徹底

31 32
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一般社団法人東京建物解体協会 https://www.kaitai-kyokai.com/

https://www.kaitai-kyokai.com/
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解体工事現場における
労働災害防止の取組みついて

五洋建設株式会社 東京土木支店(兼)建築支店
安全品質環境部 渡部光輝

平成15年3月13日に静岡県富士市にお
いて建築物の解体工事現場における外
壁等の崩落による重大事故が発生した
ことを受け、「建築物の解体工事の事
故防止対策に関する検討会を設置、7月
3日付けで国土交通省のガイドライン」
として、関係業界、地方公共団体等に
対し通知した。

富士市ビル解体工事での
外壁崩落事故
(平成15年3月13日)

出典︓労働安全情報
センターHP

建築物の解体工事における外壁の崩落等
による公衆災害防止対策に関するガイド
ライン

建築物の解体工事にあたっては、事故
防止（特に外壁等の崩落による公衆災
害の防止）を図るため関係する法令、
指針等の遵守を徹底するほか、特に以
下に留意しなければならない。
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≪事前情報の提供・収集と調査の実施による施工計画の作成≫

◆発注者及び施工者は、解体対象建築物の構造等を事前に調査、把握すると
ともに、事故防止に十分配慮した解体工法の選択、施工計画の作成を行うこ
と。

・発注者は、解体対象建築物の設計図書（構造図、構造計算書、設備図を含
む。）、増改築記録、メンテナンスや点検の記録等（以下「設計図書等」と
いう。）の情報を可能な限り施工者に提供すること。提供できる情報が少な
い場合は、事前に必要な調査を行うこと。

・発注者及び施工者は、解体工事の契約にあたっては、余裕のある工期や適
正なコストを設定すること。

・施工者は、提示された設計図書等を十分把握するとともに、実況が設計図
書等と異なることを想定し、各構造部分等の十分な目視確認などの調査を行
うこと。また、施工者は、大スパン等の特殊な構造の建築物の解体にあたっ
ては、必要に応じて構造の専門家と十分に相談する等、安全性を考慮した工
法の選択、施工計画の作成を行うこと

想定外の状況への対応と技術者等の適正な配置

施工者は、解体工事途中段階で想定外の構造、設備等が判明した際は、工事
を一時停止し施工計画の修正を検討すること。

施工者は、解体工事において、内装材、設備配管、構造材等の撤去中に、想
定外の構造形式により建築されていることが判明したり、鉄骨の腐食、溶接
不良等、施工計画において想定していなかった状況が判明した場合は、工事
を一時中断し、必要な調査等を行い、それを踏まえた工法の変更や安全措置
の追加等、施工計画の修正の検討を行うこと。

施工者は、技術者等の選任にあたっては、解体工事の知識、経験の十分な者
を選任する等、体制の整備を図ること。

施工計画の修正の検討にあたっては、その内容、工期等について、発注者、
元請の建設業者、解体工事業者等との間で、十分な協議を行うこと。

建築物外周の張り出し部、カーテンウォール等
の外壁への配慮
 施工者は、公衆災害を防止する観点から、特に、①建築物の外周部が張り出して
いる構造の建築物、②カーテンウォール等、外壁が構造的に自立していない工法
の建築物の解体工事の施工にあたっては、工事の各段階において構造的な安定性
を保つよう、工法の選択、施工計画の作成、工事の実施を適切に行うこと。

 施工者は、建築物外周の張り出し部、外壁等が外側に倒壊、落下すれば、重大な
公衆災害を引き起こす可能性が高いことを十分認識し、適切な工法、手順を採用
する等必要な対策を講ずること。

 施工者は、張り出し部分は、原則としてそれを支持する構造体が安定している段
階で撤去するか、構造体の重心が外側にかからないよう適切に支持する等の配慮
をすること。

 施工者は、外壁の転倒工法等を用いる場合、同時に解体する部分の一体性を確保
するとともに、過度な力を加えず内側に安全に転倒させること。

 施工者は、プレキャスト板等のカーテンウォールは、それ自体で自立しないこと
を十分認識し、落下、転倒等を防止するような支持の方法について十分な配慮を
行うこと。

増改築部等への配慮
施工者は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、プレキャストコンクリー
ト造等の異なる構造の接合部、増改築部分と従前部分の接合部等の
解体については、特に接合部の強度等に十分配慮して、施工計画の
作成、工事の実施を行うこと。

増改築部分と従前部分の接合部は、エキスパンションジョイントや
あと施工のアンカー等、増改築特有の構造となっていること、また、
小規模な建築物や、古い建築物の場合は、設計図書等（特に、構造
図、増改築記録）が残されていないことが多いこと等から、施工者
は、異なる構造の接合部等について特に、十分な目視確認等による
調査を行い、慎重に施工計画を作成すること。
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大規模な建築物への配慮
発注者及び施工者は、大規模な建築物の解体工事における事故の
影響、責任、解体工事に係る技術の必要性等を十分認識し、関係
法令を遵守するとともに、適切な契約、施工計画の作成、工事の
実施を行うこと。

発注者及び施工者は、大規模な建築物の解体工事は、新築時と同
様に、十分な調査を行うとともに、設計図書等に基づく施工計画、
施工管理等が必要であることを認識すること。

発注者及び施工者は、事故が生じた場合の被害の甚大さや、過失
責任を十分認識すること。

建築物の設計図書等の保存

建築物の所有者及び管理者は、新築時及び増改築時の設計図書
等や竣工図の保存、継承に努めること。

 建築物の設計図書等の情報は、建築物の適正な維持保全に必
要であるとともに、解体時における安全性の検討にとっても重
要であることから、建築物の所有者及び管理者は、新築時及び
増改築時の設計図書等（特に構造図、増改築記録）や竣工図の
保存に努め、建築物の譲渡、売買等に際しても、その継承に努
めること。

建設工事公衆災害防止対策要綱
建築工事編（平成５年１月１２日建設省経建発第１号）

第６章 解体工事
（一般事項）
第 39 発注者及び施工者は、解体工事を行うに当たっては、構造物の状況
や工事現場周辺の環境条件等を考慮した上で、騒音規制法（昭和 43 年法
律第 98 号）、振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）等の関係諸法令を遵
守し、必要な措置を講じなければならない。
(粉塵、飛散防止）
第 40 施工者は、解体時におけるコンクリート及び解体材等の破片や粉塵
の飛散を防止するため、シート類や十分な強度を有する防網による養生、
仮囲いの設置、散水等の措置を講じなければならない。

（アスベスト対策）
第 41 発注者は、解体工事に当たって、アスベスト（石綿）
の撤去方法を指定する場合には、適切な処理方法を選定しな
ければならない。
２施工者は、解体工事に当たって、アスベストがある場合は、
関連諸法令等を遵守し、解体に先立って撤去しなければなら
ない。また、処理工事により発生したアスベストを含有する
廃棄物については、関連諸法令等を遵守して処理しなければ
ならない。
（騒音、振動対策）
第 42 施工者は、解体工事に当たっては、騒音規制法及び振
動規制法に従い、事前に届出等の手続きを行い、定められた
基準値及び時間帯の範囲内で工事を行わなければならない。
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（危険物解体）
第 43 施工者は、解体工事時にガスバーナー等を用いてボイ
ラーのオイルタンクやアスファルト防水層の近くを切断する等、
爆発や火災発生の危険性がある場合には、事前に所轄の消防署
へ連絡し、適切な措置を講じなければならない。
２施工者は、火薬類を使用して解体する場合には、火薬類取締
法（昭和 25 年法律第 149 号）等に従い、都道府県の担当部署
と打合せを行い、あらかじめ近隣住民に連絡するとともに、コ
ンクリート片等の飛散防止のために、適切な養生を施さなけれ
ばならない。
（解体材対策）
第 44 施工者は、解体材（建設木くずを含む。）の処理に当
たっては、建設副産物適正処理推進要綱（平成５年建設省経建
発第３号）を遵守して行わなければならない。

基安安発第0414009号
(平成15年4月14日)
コンクリート造等の工作物の解体作業に
おける安全総点検について

発生日時︔ 平成15年4月3日(木)
発生場所︔ 東京都目黒区
発生状況︔ 3階建てのビル解体工事現場において、2階部分の外壁
の柱(外壁の両端がH鋼の柱となっている。)の溶断作業を行っていた
ところ、当該外壁が建物内側に倒れ、溶断作業等を行っていた作業
者2名が倒れた外壁の
下敷きとなり被災した。

被災状況︔
作業者2名死亡

出典︔厚生労働省HP

コンクリート造等の工作物の解体作業にお
ける安全総点検チェックリスト①

1 作業計画について 実施
状況

解体する構造物の状況(築年月、増改築の有無、構造等)、亀裂の有無、周
囲の状況等について、十分調査した上で、調査結果に適応する適切な作業
計画を策定しているか。
作業計画には、作業順序、切断方法、控え等の設置方法、使用機械の種
類・能力、立入禁止区域の設定、その他の危険防止措置等の具体的な作業
方法について、明示されているか。
作業計画を関係労働者に十分周知し、当該作業計画により作業を行ってい
るか。



2022/10/17

5

コンクリート造等の工作物の解体作業における
安全総点検チェックリスト②

2 解体作業時の対策について 実施
状況

壁、柱等の切断作業は、控えワイヤー、サポート、移動式クレーン等に
よる仮吊り等により、構造物の不測の倒壊を防止する措置を十分講じた
上で行っているか。
壁、柱等の切断作業は、解体する構造物全体のバランスを考慮した適切
な切断方法で行っているか。
壁、柱等の転倒作業は、一定の合図を行い、他の作業者が避難したこと
を確認した後に行っているか。
コンクリート造の工作物の解体作業を行う作業者に対して、安全衛生教
育を実施し、安全な作業方法の徹底を図っているか。

コンクリート造等の工作物の解体作業にお
ける安全総点検チェックリスト③

3 作業主任者について(工作物の高さが5m以上の場合) 実施
状況

コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任し、当該作業主任者
の直接指揮のもとに作業を行っているか。

壁、柱等の切断作業開始前に、作業主任者が控えワイヤー、サポート等
の措置が適切かについて確認しているか。

壁、柱等の切断作業中は、作業主任者が作業状況を監視し、危険が生じ
るおそれがある場合には、作業の中止、退避等の措置を講じているか。

建災防 COHSMS(コスモス)認定証 解体作業 全体工程表
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ガイドラインの「見える化」 安全総点検チェックリストの「見える化」

店社、現場、協力会社による事前審査を実施
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「コンクリート・鉄骨工作物解体作業(5ｍ以上)」を指定︕

審査実施状況①

審査実施状②

解体用建設機械作業計画書(安衛則第90条)
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作業指揮者等、責任区分を明確化︕

作業主任者の選任・職務・掲示︕
(安衛則第517条の17、安衛令第6条15号の5 他)

立入禁止措置、人員配置状況︕
出典︓
計画届作成の手引き
(建災防東京支部)
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出典︓
計画届作成の手引き
(建災防東京支部)

出典︓
計画届作成の手引き
(建災防東京支部)

出典︔(社)日建連
災害事例集

建屋解体中にコンクリート塊が散水者の肩
へ当たる

15ｍ

地面に突いた拍子に重機のアタッチメントが回
転して作業員へ激突

重機で吊ろう
としていた 勾配があっ

た
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セーフティオペレーションカード(S・O・C)
(セルフＫＹ_当社独自の実施事項)

コンクリート造の工作物の解体等の作業における
危険の防止(労働安全衛生規則)

（調査及び作業計画）第五百十七条の十四
（コンクリート造の工作物の解体等の作業）第五
百十七条の十五

（引倒し等の作業の合図）第五百十七条の十六
（コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の
選任）第五百十七条の十七

（コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の
職務）第五百十七条の十八

（保護帽の着用）第五百十七条の十九

実施事項の
「見える化」
ポスター
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恥ずか
しがら
ない︕

ＲＡ
(リスクアセスメント)

当社の危険源台帳ＤＢ（社内掲示板）

危険源台帳ＤＢ
(データベース)
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全社員閲覧可能︕
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工事進捗・安全・衛生パトロール点検表

Ａ．コミュニケーション
Ｂ．門 先（掲示・設置・対応ほか）
Ｃ．諸計画（事前計画）
Ｄ．仮設・安全
Ｅ．解体・重機
Ｆ．工 程
Ｇ．産 廃
Ｈ．近 隣
Ｉ．現場代理人の姿勢
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週末を安心して休めるように︕
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安全の、
Ａ:あたりまえのことを、
Ｂ:ばかにせず、
（ぼーっとせず）
Ｃ:ちゃんとやる。

ご安全に！



                                       東労基発0810第３号 

                         令 和 ４ 年 ８ 月 10日 

 

一般社団法人東京建物解体協会 

 会長 藤井 誠 殿 

 

 

                    東京労働局労働基準部長 

 

 

解体工事における労働災害防止の徹底について 

 

 平素より労働安全衛生行政の推進に格別の御理解及び御協力を賜り厚く御

礼申し上げます。 

 さて、東京労働局管内における建設業の労働災害については、長期的には

減少傾向にあるものの、令和３年の死亡者数は28人（前年比倍増）となりま

した。また、本年も既に17人（８月９日現在、前年同期比２人増）の尊い命

が失われ、うち解体工事現場における死亡者数は３人となっており、極めて

憂慮すべき事態となっております。 

解体工事現場については、事前調査の未実施や作業計画の未策定等が要因

で、解体中の建物からの墜落や外壁の崩壊・倒壊による死亡災害が発生して

おります。 

また、石綿を含む建材の解体も多く、石綿の飛散防止の措置を講じずに作

業を行うと、労働者のみならず、近隣住民等の健康に悪影響を及ぼし、社会

的な問題に発展する恐れがあります。  

つきましては、死亡災害をはじめとする労働災害の撲滅のため、解体工事

現場における安全衛生管理の重要性を改めて認識いただき、貴団体及び傘下

会員におきまして、下記の事項を重点とした労働災害防止対策の強化を図っ

ていただきますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 事前調査の実施と作業計画の策定・リスクアセスメントの実施 

２ 墜落・転落災害の防止（有効な作業床や手すりの設置、墜落制止用

器具の使用の徹底） 

３ 崩壊・倒壊災害の防止（壁等の解体作業手順書の作成及び遵守） 

４ 解体用機械による災害の防止(転倒防止、作業範囲内への立入禁止) 

５  石綿障害予防規則の遵守（事前調査の実施、ばく露防止及び飛散防

止対策の徹底等） 

㊢ 



（Ｒ4.10）東京労働局 労働基準部 安全課

解体工事現場における労働災害が頻発しています︕
災害防止対策の徹底をお願いします︕



作
業
開
始
前

事前調査の的確な実施︕ □

調査結果に基づいた適切な作業計画の作成︕ □

危険防止措置の計画への明示︕ □

計画段階でのリスクアセスメント実施︕ □

使用する機械・設備の的確な励行︕ □

保護具、用具類の点検︕ □

資格者確認、作業主任者選任︕ □

全員で安全な作業の打ち合わせ実施︕ □

墜落・転落防止設備の確認︕ □

重機との接触防止措置の確認︕ □

作業者に対する安全衛生教育の実施︕

作

業

時

墜落・転落防止対策の徹底︕ □

崩壊・倒壊防止
対策の徹底︕ □

危険区域内の立入禁止
の徹底︕ □

飛来・落下防止対策の徹底︕ □

悪天候時等の作業中止︕ □

公衆災害の防止対策︕ □

解体工事の労働災害防止チェックリスト 下記項目を確認してください。

安
全
衛
生
対
策
等

点
検
等

作
業
計
画
等

作業現場名： 点検日： 年 月 日 点検者：

解体構造物や設備の状況、亀裂の有無、
石綿使用の有無、周囲の状況等の確認

石綿除去計画
も的確に︕

壁倒し・切断方法等の安全対策、
使用機械、立入禁止区域設定など

危険・有害要因の洗い出し、
リスク評価と低減対策の検討
自主検査(年次・月次)や
点検の実施と記録保存）

保護帽、墜落制止用器具（安全帯）、安全靴、
呼吸用保護具、ガス溶断設備、工具の点検等

作業計画・手順の確認・周知、
危険予知活動の的確な実施

高所における足場等の有効な作業床、
墜落制止用器具の取付設備の設置など

解体用機械や車両建設機械等との
的確な接触防止措置、監視人の配置

現場入場時教育や職長教育、
作業に即した特別教育等の実施

解体用機械等の運転、コンクリート造、鉄骨
建築物等、石綿除去に係る作業主任者の選任

高所における作業床、足場等に手すり
の設置等、墜落制止用器具の使用徹底︕

壁、柱等の適切な切断作業、ワイヤロープや
サポートなどによる的確な補強、移動式
クレーンなどによる安全な仮吊り徹底︕

解体用機械や車両建設機械等の
作業半径内への立入禁止、監視人の配置

解体ガラ等の飛来や落下、移動式クレーン等の
つり上げによる荷の落下防止、監視人の配置

強風、大雨など悪天候時における作業の中止と
解体物や足場、シートなどの点検・状況確認

第三者（通行人等）に対する安全対策（誘導員配置）
と近隣に対する騒音・振動対策等の配慮

( ）

( ）

( ）

( ）

( ）

( ）

( ）

( ）

( ）
( ）

( ）
( ）

( ）
( ）

( ）
( ）

( ）























安全帯 墜落制止用器具

① 胴ベルト型（一本つり） 胴ベルト型（一本つり）

② 胴ベルト型（Ｕ字つり） ×

③ ハーネス型（一本つり） ハーネス型（一本つり）

厚生労働省は、建設業等の高所作業において使用される「安全帯」について、

以下のような改正を行うとともに、安全な使用のためのガイドラインを策定しました。

安全帯が「墜落制止用器具」に変わります！
～ 安全･安心な作業のため、適切な器具への買い換えをお願いします ～

今回の改正等のポイント

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 H31.1

１. 安全帯を「墜落制止用器具」に変更します（安衛令(注1)の改正）

２. 墜落制止用器具は「フルハーネス型」
を使用することが原則となります
（安衛則(注2)、構造規格(注3)等の改正、
ガイドライン(注4)の策定）

３. ｢安全衛生特別教育」が必要です
（安衛則・特別教育規程(注5)の改正）

墜落制止用器具はフルハーネス型が原則となり

ますが、フルハーネス型の着用者が墜落時に地面

に到達するおそれのある場合（高さが6.75ｍ以下）

は「胴ベルト型（一本つり）」を使用できます。

以下の業務を行う労働者は、特別教育（学科4.5時間、実技1.5時間）を受けなければな

りません。

▶ 高さが２ｍ以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のう

ちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務（ロープ高所作業に係る業務を除く。）

「安全帯」の名称を「墜落制止用器具」に改めます。

「墜落制止用器具」として認められる器具は以下のとおりです。

②には墜落を制止
する機能がないこ
とから、改正後は
①と③のみが「墜
落制止用器具」と
して認められるこ
とになります。

※ 「墜落制止用器具」には、従来の安全帯に含まれていたワークポジショニング用器具であるＵ字つり用胴ベルト
は含まれません。なお、法令用語としては「墜落制止用器具」となりますが、建設現場等において従来からの呼
称である「安全帯」「胴ベルト」「ハーネス型安全帯」といった用語を使用することは差し支えありません。

×

事業主の皆さまは、このリーフレット等を参考に、

安全・安心な作業環境、ルールづくりを徹底して

ください。作業員の皆さまも、定められたルール

に従い、適切な器具の使用をお願いいたします。

政令等の改正について Ｐ２～

フルハーネス型
墜落制止用器具

ガイドラインについて Ｐ４～

(注1)労働安全衛生法施行令 (注2)労働安全衛生規則 (注3)墜落制止用器具の規格

(注4)墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン (注5)安全衛生特別教育規程



2018(平成30)年 2019(平成31)年 2020(平成32)年 2021(平成33)年 2022(平成34)年
以降１月 ４月 ７月 10月 １月 ４月 ７月 10月 １月 ４月 ７月 10月 １月 ４月 ７月 10月

政令改正 ★公布 ★施行日(2月1日) ★完全施行日
(1月2日～)省令改正 ★公布 ★施行日(2月1日)

改正法令に基づく墜落
制止用器具の使用

現行法令に基づく安全
帯の使用が認められる
猶予期間

安全帯の規格改正

改正構造規格に基づく
墜落制止用器具の製
造・販売

現行構造規格に基づく
安全帯の製造・販売が
認められる猶予期間

特別教育規程の改正 ★告示 ★適用日(2月1日)

安衛則、ボイラー則、クレーン則、ゴンドラ則及び酸欠則を改正し、次の規定について「安全帯」を「墜落による

危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具（要求性能墜落制止用器具）」に改めます。

① 「安全帯」を労働者に使用させることを事業者に義務付けることを内容としている規定及び当該規定と関係する規定

② 作業主任者等に「安全帯」の使用状況の監視や機能の点検等を義務付けることを内容とする規定

「墜落制止用器具」への名称変更（安衛令第13条）

安衛令第13条第３項第28号を改正し、「安全帯（墜落による危険を防止するためのものに限る。）」を「墜落制

止用器具」に改めます。また、本改正後「墜落制止用器具」として認められるのは、「胴ベルト型（一本つり）」と

「ハーネス型（一本つり）」のみとなり、「胴ベルト型（Ｕ字つり）」の使用は認められません。

墜落による危険の防止（安衛則第130条の５等）

建設業等の高所作業において使用される胴ベルト型安全帯は、墜落時に内臓の損傷や胸部等の圧迫による

危険性が指摘されており、国内でも胴ベルト型の使用に関わる災害が確認されています。また、国際規格等では、

着用者の身体を肩、腰部、腿などの複数箇所で保持するフルハーネス型安全帯が採用されています。

このため、厚生労働省では、現行の安全帯の規制のあり方について検討を行う専門家検討会を開催し、その

結果※を踏まえ、安全帯の名称を「墜落制止用器具」に改め、その名称・範囲と性能要件を見直すとともに、特

別教育を新設し、墜落による労働災害防止のための措置を強化しました。また、墜落制止用器具の安全な使用

のためのガイドラインも策定しています。

なお、墜落制止用器具の構造規格については、2019（平成31）年１月25日に告示されました。

※ 墜落制止用の個人用保護具に関する規制のあり方に関する検討会報告書（平成29年6月13日・厚生労働省取りまとめ）

2

安全帯の規制に関する政省令・告示の改正は、下の表のようなスケジュールで公布・告示され、施行・適用さ

れます。フルハーネス型を新たに購入される事業者は、購入の時期にご留意下さい。

現行の構造規格に基づく安全帯（胴ベルト型・フルハーネス型）を使用できるのは

2022(平成34)年1月1日までとなります。

経過措置（猶予期間）

★適用日①(2月1日)

★適用日②(8月1日)

政令等の改正について

【改正の背景】

★墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具の選定要件について → ５ページ参照

2019(平成31)年１月25日に改正された「墜落制止用器具の規格」と、本紙掲載の「ガイドライン」において規定されます。

使用可能（2022(平成34)年1月1日まで）

使用可能（2019(平成31)年2月1日～）

製造可能 製造・販売可能（2019(平成31)年2月1日～）

製造・販売可能 販売可能

×

×



安衛法第59条第３項の特別教育の対象となる業務に、「高さが２メートル以上の箇所であって作業床を設ける

ことが困難なところ(★)において、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務

（ロープ高所作業に係る業務を除く。）」が追加されます。

特別教育の対象となる業務を行う者は、下表Ⅰ～Ⅴの科目（学科4.5時間、実技1.5時間）を受講する必要が

ありますが、例外として、以下の場合は一部の科目を省略することができます。

フルハーネス型墜落制止用器具の使用等に関して十分な知識及び経験を有すると認められる者について

は、下記のとおり学科・実技の一部の科目を省略することが可能です。

① 適用日時点において(★)の場所でフルハーネス型を用いて行う作業に６月以上従事した経験を有す

る者は、Ⅰ、Ⅱ、Ⅴを省略できます。

② (★)の場所で胴ベルト型を用いて行う作業に６月以上従事した経験を有する者は、Ⅰを省略できます。

③ ロープ高所作業特別教育受講者又は足場の組立て等特別教育受講者は、Ⅲを省略できます。

なお、適用日（2019(平成31)年２月１日）より前に、改正省令による特別教育の科目の全部又は一部につ

いて受講した者については、当該受講した科目を適用日以降に再度受講する必要はありません。
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特別教育（安衛則第36条、特別教育規程第24条）

実技科目 範 囲 時 間

Ⅴ 墜落制止用器具の使用方法等 ①墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法

②墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への
取付け方法

③墜落による労働災害防止のための措置

④墜落制止用器具の点検及び整備の方法

1.5時間

学科科目 範 囲 時 間

Ⅰ 作業に関する知識 ①作業に用いる設備の種類、構造及び取扱い方法

②作業に用いる設備の点検及び整備の方法

③作業の方法

１時間

Ⅱ 墜落制止用器具（フルハーネス
型のものに限る。以下同じ。）
に関する知識

①墜落制止用器具のフルハーネス及びランヤードの
種類及び構造

②墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法

③墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への
取付け方法及び選定方法

④墜落制止用器具の点検及び整備の方法

⑤墜落制止用器具の関連器具の使用方法

２時間

Ⅲ 労働災害の防止に関する知識 ①墜落による労働災害の防止のための措置

②落下物による危険防止のための措置

③感電防止のための措置

④保護帽の使用方法及び保守点検の方法

⑤事故発生時の措置

⑥その他作業に伴う災害及びその防止方法

１時間

Ⅳ 関係法令 安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項 0.5時間

【受講を省略できる条件】

特別教育の内容



● このガイドラインは、墜落制止用器具を使用して行う作業に適用する。

厚生労働省は、墜落制止用器具の適切な使用による一層の安全対策の推進を図るため、今回の、

一連の安全帯に関する規制の見直し等を一体的に示した「墜落制止用器具の安全な使用に関する

ガイドライン」を策定しました。主なポイントは以下のとおりです。
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ガイドラインのポイント

適用範囲

用 語

●自由落下距離

作業者がフルハーネス又は胴ベ

ルトを着用する場合における当

該フルハーネス又は胴ベルトに

ランヤードを接続する部分の高さ

からフック等の取付設備等の高

さを減じたものにランヤードの長

さを加えたものをいう。

（右図のＡ）

●落下距離

作業者の墜落を制止するときに

生ずるランヤード及びフルハーネ

ス又は胴ベルトの伸び等に自由

落下距離を加えたものをいう。

（右図のＢ）

●垂直親綱

鉛直方向に設置するロープ等に

よる取付設備。

●水平親綱

水平方向に設置するロープ等に

よる取付設備。

●ワークポジショニング作業

ロープ等の張力により、Ｕ字つり

状態などで作業者の身体を保持

して行う作業。

【フルハーネス型の落下距離等】

【胴ベルト型の落下距離等】

※ ガイドラインの全文は７･８ページに掲載しています。
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※ 次ページに掲載のガイドライン抜粋もご参照ください。

6.75m超

85kg用

要求性能墜落制止用器具の選定

● 「墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具（要求性能墜落制止用

器具）」の選定要件は以下のとおりです。これらの要件は、2019(平成31)年１月25日に改正

された「墜落制止用器具の規格」（平成31年厚生労働省告示第11号）とガイドラインにおい

て規定されます。

２ｍ以上の作業床がない箇所又は作業床の端、開口部等で囲い・

手すり等の設置が困難な箇所の作業での墜落制止用器具は、フル

ハーネス型を使用することが原則となります。

ただし、フルハーネス型の着用者が地面に到達するおそれのある

場合（高さが6.75ｍ以下）は、胴ベルト型（一本つり）を使用す

ることができます。

※ 一般的な建設作業の場合は５ｍを超える箇所、柱上作業等の場合は２ｍ以上の箇所

では、フルハーネス型の使用が推奨されます。

※ 柱上作業等で使用されるU字つり胴ベルトは、墜落制止用器具としては使用できま

せん。Ｕ字つり胴ベルトを使用する場合は、フルハーネス型と併用することが必要と

なります。

墜落制止用器具は、着用者の体重及

びその装備品の重量の合計に耐えるも

のでなければなりません。

（85kg用又は100kg用。特注品を除

く。）

腰の高さ以上にフック等を掛けて作業を行うことが可能な場合には、第一種ショック

アブソーバを選定します。鉄骨組み立て作業等において、足下にフック等を掛けて作業

を行う必要がある場合は、フルハーネス型を選定するとともに、第二種ショックアブ

ソーバを選定します。（両方の作業を混在して行う場合は、フルハーネス型を選定するとともに、

第二種ショックアブソーバを選定します。）

「墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具｣の選定要件

6.75mを超える箇所では、フルハーネス型を選定要件①

使用可能な最大重量に耐える器具を選定要件②

ショックアブソーバは、フック位置によって適切な種別を選定要件③

第一種ショックアブソーバを使用する場合 第二種ショックアブソーバを使用する場合

（100kg用が適切な者）



● 取扱説明書を確認し、安全上必要な部品が揃っているか確認し、緩みなく確実に装
着すること。

● 墜落制止用器具の取付設備は、ランヤードが外れたり、抜けたりするおそれのないも
ので、墜落制止時の衝撃力に耐えるものであること。

● 墜落後にフック等に曲げの力が掛かることによる脱落・破損を防ぐためフック等の主軸
と墜落時に掛かる力の方向が一致するよう取り付けること。

● 垂直親綱に墜落制止用器具のフック等を取り付ける場合は、親綱に取り付けたグリッ
プ等の取付設備にフック等をかけて使用すること。取付設備の位置は、ランヤードとフ
ルハーネス等を結合する環の位置より下にならないようにして使用すること。

● 水平親綱は、ランヤードとフルハーネス等を結合する環より高い位置に張り、それに墜
落制止用器具のフック等を掛けて使用すること。
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使用方法

点検・保守・保管、廃棄基準

● 墜落制止用器具の点検・保守及び保管は、責任者を定める等により確実に行い、管
理台帳等にそれらの結果や管理上必要な事項を記録しておくこと。

● 一度でも落下時の衝撃がかかったものは使用しないこと。また、点検の結果、異常が
あったもの、摩耗・傷等の劣化が激しいものは使用しないこと。

○ 墜落制止用器具の選定

・ 墜落制止用器具は、フルハーネス型を原則とすること。ただし、墜落時に着用者が地面に到達するおそ
れのある場合の対応として、胴ベルト型の使用が認められること。

・ 胴ベルト型を使用することが可能な高さの目安は、フルハーネス型を使用した場合の自由落下距離＋
ショックアブソーバの伸び＋１ｍ（＝6.75ｍ）以下としなければならないこと。

○ 一般的な建設作業等（ワークポジショニング作業を伴わない場合）

・ 腰の高さ以上にフック等をかけて作業できる場合には第一種ショックアブソーバ※１を、足下にフック等を
かけて作業する場合は、フルハーネス型を選定するとともに第二種ショックアブソーバを選定すること。

・ ランヤードは、標準的な条件における落下距離を確認し、適切なものを選定すること。

・ 墜落制止用器具には、使用可能な最大質量（85kg又は100kg。特注品を除く。）が定められているので、
器具を使用する者の体重と装備品の合計の質量が使用可能な最大質量を超えないように器具を選定
すること。

・ 胴ベルト型が使用可能な高さの目安は、建設作業等におけるフルハーネス型の一般的な使用条件※２

を想定すると、５ｍ以下とすべきであること。これよりも高い箇所で作業を行う場合は、フルハーネス型を

使用すること。

○ 柱上作業等（ワークポジショニング作業を伴う場合）

・ ワークポジショニング用器具を使用して作業を行う際には、墜落制止用器具を併用する必要があること。
・ ワークポジショニング作業は、通常、フック等を頭上に取り付けることが可能であることから、フルハーネ
ス型を選定すること。ただし、頭上にフック等を掛けられる構造物がないことによりフルハーネス型の着用

者が地面に到達するおそれのある場合は、胴ベルト型の使用も認められること。

【 墜落制止用器具の選定要件（ガイドライン抜粋）】

※１ ショックアブソーバとは、墜落を制止するときに生ずる衝撃を緩和するための器具をいう。第一種ショックアブソー
バは自由落下距離1.8ｍで墜落を制止したときの衝撃荷重が4.0kN以下であるものを、第二種ショックアブソーバは
自由落下距離4.0ｍで墜落を制止したときの衝撃荷重が6.0kN以下であるものをいう。

※２ ランヤードのフック等の取付高さ：0.85ｍ、ランヤードとフルハーネスを結合する環の高さ：1.45ｍ、ランヤード長さ：
1.7ｍ、ショックアブソーバ（第一種）の伸びの最大値：1.2ｍ、フルハーネス等の伸び：１ｍ程度。



墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン
（平成30年６月22日付け基発0622第２号）

第１ 趣旨
高さ２メートル以上の箇所で作業を行う場合には、作業床を設け、その作業床の

端や開口部等には囲い、手すり、覆い等を設けて墜落自体を防止することが原則で
あるが、こうした措置が困難なときは、労働者に安全帯を使用させる等の措置を講
ずることが事業者に義務付けられている。
今般、墜落による労働災害の防止を図るため、平成30年６月８日に労働安全衛生

法施行令（昭和47年政令第318号。以下「安衛令」という。）第13条第３項第28
号の「安全帯（墜落による危険を防止するためのものに限る。）」を「墜落制止用
器具」と改めた上で、平成30年６月19日に労働安全衛生規則（昭和47年労働省令
第32号。以下「安衛則」という。）等及び安全衛生特別教育規程（昭和47年労働
省告示第92号）における墜落・転落による労働災害を防止するための措置及び特別
教育の追加について所要の改正が行われ、平成31年２月１日から施行される。
本ガイドラインはこれらの改正された安衛令等と相まって、墜落制止用器具の適

切な使用による一層の安全対策の推進を図るため、改正安衛令等に規定された事項
のほか、事業者が実施すべき事項、並びに労働安全衛生法（昭和47年法律第57号。
以下「安衛法」という。）及び関係法令において規定されている事項のうち、重要
なものを一体的に示すことを目的とし、制定したものである。
事業者は、本ガイドラインに記載された事項を的確に実施することに加え、より

現場の実態に即した安全対策を講ずるよう努めるものとする。

第２ 適用範囲
本ガイドラインは、安衛令第13条第３項第28号に規定される墜落制止用器具

を使用して行う作業について適用する。

第３ 用語
１ 墜落制止用器具を構成する部品等
（１）フルハーネス型墜落制止用器具 墜落を制止する際に身体の荷重を肩、腰部

及び腿等複数箇所において支持する構造の部品で構成される墜落制止用器具を
いう。

（２）胴ベルト型墜落制止用器具 身体の腰部に着用する帯状の部品で構成される
墜落制止用器具をいう。

（３）ランヤード フルハーネス又は胴ベルトと親綱その他の取付設備（墜落制止
用器具を安全に取り付けるための設備をいう。）等とを接続するためのロープ
又はストラップ(以下「ランヤードのロープ等」という。)及びコネクタ等から
なる器具をいう。ショックアブソーバ又は巻取り器を接続する場合は、当該
ショックアブソーバ等を含む。

（４）コネクタ フルハーネス、胴ベルト、ランヤード又は取付設備等を相互に接
続するための器具をいう。

（５）フック コネクタの一種であり、ランヤードの構成部品の一つ。ランヤード
を取付設備又は胴ベルト若しくはフルハーネスに接続された環に接続するため
のかぎ形の器具をいう。

（６）カラビナ コネクタの一種であり、ランヤードの構成部品の一つ。ランヤー
ドを取付設備又は胴ベルト若しくはフルハーネスに接続された環に接続するた
めの環状の器具をいう。

（７）ショックアブソーバ 墜落を制止するときに生ずる衝撃を緩和するための器
具をいう。第一種ショックアブソーバは自由落下距離1.8メートルで墜落を制
止したときの衝撃荷重が4.0 キロニュートン以下であるものをいい、第二種
ショックアブソーバは自由落下距離4.0メートルで墜落を制止したときの衝撃
荷重が6.0 キロニュートン以下であるものをいう。

（８）巻取り器 ランヤードのストラップを巻き取るための器具をいう。墜落を制
止するときにランヤードの繰り出しを瞬時に停止するロック機能を有するもの
がある。

（９）補助ロープ 移動時において、主となるランヤードを掛け替える前に移動先
の取付設備に掛けることによって、絶えず労働者が取付設備と接続された状態
を維持するための短いロープ又はストラップ（以下「ロープ等」という。）を
いう。

（10）自由落下距離 作業者がフルハーネス又は胴ベルトを着用する場合における
当該フルハーネス又は胴ベルトにランヤードを接続する部分の高さからフック
又はカラビナ（以下「フック等」という。）の取付設備等の高さを減じたもの
にランヤードの長さを加えたものをいう（図１及び図２のＡ）。

（11）落下距離 作業者の墜落を制止するときに生ずるランヤード及びフルハーネ
ス若しくは胴ベルトの伸び等に自由落下距離を加えたものをいう（図１及び図
２のＢ）。

２ ワークポジショニング作業関連
（１）ワークポジショニング作業 ロープ等の張力により、Ｕ字つり状態などで作

業者の身体を保持して行う作業をいう。
（２）ワークポジショニング用ロープ 取付設備に回しがけするロープ等で、伸縮

調節器を用いて調整したロープ等の張力によってＵ字つり状態で身体の作業位
置を保持するためのものをいう。

（３）伸縮調節器 ワークポジショニング用ロープの構成部品の一つ。ロープの長
さを調節するための器具をいう。

（４）移動ロープ 送電線用鉄塔での建設工事等で使用される、鉄塔に上部が固定
され垂らされたロープをいう。

３ その他関連器具
（１）垂直親綱 鉛直方向に設置するロープ等による取付設備をいう。
（２）水平親綱 水平方向に設置するロープ等による取付設備をいう。

（※図１・図２省略）
第４ 墜落制止用器具の選定
１ 基本的な考え方
（１）墜落制止用器具は、フルハーネス型を原則とすること。ただし、墜落時にフ

ルハーネス型の墜落制止用器具を着用する者が地面に到達するおそれのある場
合は、胴ベルト型の使用が認められること。

（２）適切な墜落制止用器具の選択には、フルハーネス型又は胴ベルト型の選択の
ほか、フック等の取付設備の高さに応じたショックアブソーバのタイプ、それ
に伴うランヤードの長さ（ロック付き巻取り器を備えるものを含む。）の選択

が含まれ、事業者がショックアブソーバの最大の自由落下距離や使用可能な最
大質量等を確認の上、作業内容、作業箇所の高さ及び作業者の体重等に応じて
適切な墜落制止用器具を選択する必要があること。

（３）胴ベルト型を使用することが可能な高さの目安は、フルハーネス型を使用す
ると仮定した場合の自由落下距離とショックアブソーバの伸びの合計値に１
メートルを加えた値以下とする必要があること。このため、いかなる場合にも
守らなければならない最低基準として、ショックアブソーバの自由落下距離の
最大値（４メートル）及びショックアブソーバの伸びの最大値（1.75メート
ル）の合計値に１メートルを加えた高さ（6.75メートル）を超える箇所で作業
する場合は、フルハーネス型を使用しなければならないこと。

２ 墜落制止用器具の選定（ワークポジショニング作業を伴わない場合）
（１）ショックアブソーバ等の種別の選定

ア 腰の高さ以上にフック等を掛けて作業を行うことが可能な場合には、第一
種ショックアブソーバを選定すること。

イ 鉄骨組み立て作業等において、足下にフック等を掛けて作業を行う必要が
ある場合は、フルハーネス型を選定するとともに、第二種ショックアブソ
ーバを選定すること。

ウ 両方の作業を混在して行う場合は、フルハーネス型を選定するとともに、
第二種ショックアブソーバを選定すること。

（２）ランヤードの選定
ア ランヤードに表示された標準的な条件（ランヤードのフック等の取付高さ

(a)：0.85メートル、ランヤードとフルハーネスを結合する環の高さ(b)：
1.45メートル。以下同じ。）の下における落下距離を確認し、主に作業を行
う箇所の高さに応じ、適切なランヤードを選定すること。

イ ロック機能付き巻取り式ランヤードは、通常のランヤードと比較して落下
距離が短いため、主に作業を行う箇所の高さが比較的低い場合は、使用が推
奨されること。

ウ 移動時におけるフック等の掛替え時の墜落を防止するため、二つのフック
等を相互に使用する方法（二丁掛け）が望ましいこと。

エ フルハーネス型で二丁掛けを行う場合、二本の墜落制止用のランヤードを
使用すること。

オ 胴ベルト型で二丁掛けを行う場合、墜落制止用のランヤードのフック等を
掛け替える時のみに使用するものとして、補助ロープを使用することが認め
られること。補助ロープにはショックアブソーバを備えないものも含まれる
が、その場合、作業時に使用されることがないように、長さを1.3メートル
以下のものを選定すること。

（３）体重に応じた器具の選定
墜落制止用器具には、使用可能な最大質量（85kg又は100kg。特注品を除

く。）が定められているので、器具を使用する者の体重と装備品の合計の質量
が使用可能な最大質量を超えないように器具を選定すること。

（４）胴ベルト型が使用可能な高さの目安
建設作業等におけるフルハーネス型の一般的な使用条件（ランヤードのフッ

ク等の取付高さ：0.85メートル、ランヤードとフルハーネスを結合する環の高
さ：1.45メートル、ランヤード長さ：1.7メートル（この場合、自由落下距離
は2.3メートル）、ショックアブソーバ（第一種）の伸びの最大値：1.2メート
ル、フルハーネス等の伸び：１メートル程度）を想定すると、目安高さは５
メートル以下とすべきであること。これよりも高い箇所で作業を行う場合は、
フルハーネス型を使用すること。

３ 墜落制止用器具の選定（ワークポジショニング作業を伴う場合）
ワークポジショニング作業に使用される身体保持用の器具（以下「ワークポジ

ショニング用器具」という。）は、実質的に墜落を防止する効果があるが、墜落
した場合にそれを制止するためのバックアップとして墜落制止用器具を併用する
必要があること。

（１）ショックアブソーバの種別の選択
ワークポジショニング作業においては、通常、足下にフック等を掛ける作業

はないため、第一種ショックアブソーバを選定すること。ただし、作業内容に
足下にフック等を掛ける作業が含まれる場合は、第二種ショックアブソーバを
選定すること。

（２）ランヤードの選定
ア ランヤードに表示された標準的な条件の下における落下距離を確認し、主
に作業を行う箇所の高さに応じ、適切なランヤードを選定すること。

イ ロック機能付き巻取り式ランヤードは、通常のランヤードと比較して落下
距離が短いため、主に作業を行う箇所の高さが比較的低い場合は、使用が推
奨されること。

ウ 移動時のフック等の掛替え時の墜落を防止するため、二つのフック等を相
互に使用する方法（二丁掛け）が望ましいこと。また、ワークポジショニン
グ姿勢を保ちつつ、フック等の掛替えを行うことも墜落防止に有効であるこ
と。

エ 二丁掛けを行う場合、２本の墜落制止用のランヤードを使用することが望
ましいが、二本のうち一本は、ワークポジショニング用のロープを使用する
ことも認められること。この場合、伸縮調整器により、必要最小限のロープ
の長さで使用すること。

（３）体重に応じた器具の選定
墜落制止用器具には、使用可能な最大質量（85kg又は100kg。特注品を除

く。）が定められているので、器具を使用する者の体重と装備品の合計の質量
が使用可能な最大質量を超えないように器具を選定すること。

（４）フルハーネス型の選定
ワークポジショニング作業を伴う場合は、通常、頭上に構造物が常に存在し、

フック等を頭上に取り付けることが可能であるので、地面に到達しないように
フルハーネス型を使用することが可能であることから、フルハーネス型を選定
すること。ただし、頭上にフック等を掛けられる構造物がないことによりフル
ハーネス型の着用者が地面に到達するおそれがある場合は、胴ベルト型の使用
も認められること。

４ 昇降・通行時等の措置、周辺機器の使用
（１）墜落制止用器具は、作業時に義務付けられ、作業と通行・昇降（昇降用の設

備の健全性等を確認しながら、昇降する場合を含む。）は基本的に異なる概念
であること。また、伐採など、墜落制止用器具のフック等を掛ける場所がない
場合など、墜落制止用器具を使用することが著しく困難な場合には、保護帽の
着用等の代替措置を行う必要があること。

（２）垂直親綱、安全ブロック又は垂直レールを用いて昇降を行う際には、墜落制
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止機能は求められないこと。また、ＩＳＯ規格で認められているように、垂直
親綱、安全ブロック又は垂直レールに、子綱とスライド式墜落制止用の器具を
介してフルハーネス型の胸部等に設けたコネクタと直結する場合であって、適
切な落下試験等によって安全性を確認できるものは、当該子綱とスライド式墜
落制止用の器具は、フルハーネス型のランヤードに該当すること。

（３）送電線用鉄塔での建設工事等で使用される移動ロープは、ランヤードではな
く、親綱と位置づけられる。また、移動ロープとフルハーネス型をキーロック
方式安全器具等で直結する場合であって、移動ロープにショックアブソーバが
設けられている場合、当該キーロック方式安全器具等は、フルハーネス型のラ
ンヤードに該当すること。この場合、移動ロープのショックアブソーバは、第
二種ショックアブソーバに準じた機能を有するものであること。

第５ 墜落制止用器具の使用
１ 墜落制止用器具の使用方法
（１）墜落制止用器具の装着

ア 取扱説明書を確認し、安全上必要な部品が揃っているか確認すること。
イ フルハーネス型については、墜落制止時にフルハーネスがずり上がり、安
全な姿勢が保持できなくなることのないように、緩みなく確実に装着するこ
と。また、胸ベルト等安全上必要な部品を取り外さないこと。胴ベルト型に
ついては、できるだけ腰骨の近くで、墜落制止時に足部の方に抜けない位置
に、かつ、極力、胸部へずれないよう確実に装着すること。

ウ バックルは正しく使用し、ベルトの端はベルト通しに確実に通すこと。
バックルの装着を正確に行うため、ワンタッチバックル等誤った装着がで

きない構造となったものを使用することが望ましいこと。また、フルハーネ
ス型の場合は、通常２つ以上のバックルがあるが、これらの組み合わせを誤
らないように注意して着用すること。

エ ワークポジショニング用器具は、伸縮調節器を環に正しく掛け、外れ止め
装置の動作を確認するとともに、ベルトの端や作業服が巻き込まれていない
ことを目視により確認すること。

オ ワークポジショニング作業の際に、フック等を誤って環以外のものに掛け
ることのないようにするため、環又はその付近のべルトには、フック等を掛
けられる器具をつけないこと。

カ ワークポジショニング用器具は、装着後、地上において、それぞれの使用
条件の状態で体重をかけ、各部に異常がないかどうかを点検すること。

キ 装着後、墜落制止用器具を使用しないときは、フック等を環に掛け又は収
納袋に収める等により、ランヤードが垂れ下がらないようにすること。ワー
クポジショニング用器具のロープは肩に掛けるかフック等を環に掛けて伸縮
調節器によりロープの長さを調節することにより、垂れ下がらないようにす
ること。

（２）墜落制止用器具の取付設備
ア 墜落制止用器具の取付設備は、ランヤードが外れたり、抜けたりするおそ
れのないもので、墜落制止時の衝撃力に対し十分耐え得る堅固なものである
こと。取付設備の強度が判断できない場合には、フック等を取り付けないこ
と。作業の都合上、やむを得ず強度が不明な取付設備にフック等を取り付け
なければならない場合には、フック等をできる限り高い位置に取り付ける等
により、取付設備の有する強度の範囲内に墜落制止時の衝撃荷重を抑える処
置を講ずること。

イ 墜落制止用器具の取付設備の近傍に鋭い角がある場合には、ランヤードの
ロープ等が直接鋭い角に当たらないように、養生等の処置を講ずること。

（３）墜落制止用器具の使用方法（ワークポジショニング作業を伴わない場合）
ア 取付設備は、できるだけ高い位置のものを選ぶこと。
イ 垂直構造物や斜材等に取り付ける場合は、墜落制止時にランヤードがずれ
たり、こすれたりしないようにすること。

ウ 墜落制止用器具は、可能な限り、墜落した場合に振子状態になって物体に
激突しないような場所に取り付けること。

エ 補助ロープは、移動時の掛替え用に使用するものであり、作業時には使用
しないこと。

（４）墜落制止用器具の使用方法（ワークポジショニング作業を伴う場合）
ア 取付設備は、原則として、頭上の位置のものを選ぶこと。
イ 垂直構造物や斜材等に取り付ける場合は、墜落制止時にランヤードがずれ
たり、こすれたりしないようにすること。

ウ ワークポジショニング用器具は、ロープによじれのないことを確認したう
えで、フック等が環に確実に掛かっていることを目視により確認し、伸縮調
節器により、ロープの長さを作業上必要最小限の長さに調節し、体重をかけ
るときは、いきなり手を離して体重をかけるのではなく、徐々に体重を移し、
異状がないことを確かめてから手を離すこと。

エ ワークポジショニング用ロープは、移動時の掛替え時の墜落防止用に使用
できるが、作業時には、別途、墜落制止用器具としての要件を満たす別のラ
ンヤードを使用して作業を行う必要があること。ワークポジショニング用
ロープを掛替え時に使用する場合は、長さを必要最小限とすること。

（５）フック等の使用方法
ア フック等はランヤードのロープ等の取付部とかぎ部の中心に掛かる引張荷
重で性能を規定したものであり、曲げ荷重・外れ止め装置への外力に関して
は大きな荷重に耐えられるものではないことを認識したうえで使用すること。

イ 回し掛けは、フック等に横方向の曲げ荷重を受けたり、取付設備の鋭角部
での応力集中によって破断したりする等の問題が生じるおそれがあるので、
できるだけ避けること。回し掛けを行う場合には、これらの問題点をよく把
握して、それらの問題を回避できるように注意して使用すること。

ウ ランヤードのロープ等がねじれた状態でフック等の外れ止め装置に絡むと
外れ止め装置が変形・破断して外れることがあるので、注意すること。

エ ランヤードのフック等の取付部にショックアブソーバがある形状のものは、
回し掛けをしてフック等がショックアブソーバに掛かるとショックアブソー
バが機能しないことがあるので、回し掛けしないこと。

２ 垂直親綱への取付け
（１）垂直親綱に墜落制止用器具のフック等を取り付ける場合は、親綱に取付けた

取付設備にフック等を掛けて使用すること。
（２）一本の垂直親綱を使用する作業者数は、原則として一人とすること。

（３）垂直親綱に取り付けた取付設備の位置は、ランヤードとフルハーネス等を結
合する環の位置より下にならないようにして使用すること。

（４）墜落制止用器具は、可能な限り、墜落した場合に振子状態になって物体に激
突しないような場所に取り付けること。

（５）長い合成繊維ロープの垂直親綱の下端付近で使用する場合は、墜落制止時に
親綱の伸びが大きくなるので、下方の障害物に接触しないように注意すること。

３ 水平親綱への取付け
（１）水平親綱は、墜落制止用器具を取り付ける構造物が身近になく、作業工程が

横移動の場合、又は作業上頻繁に横方向に移動する必要がある場合に、ラン
ヤードとフルハーネス等を結合する環より高い位置に張り、それに墜落制止用
器具のフック等を掛けて使用すること。なお、作業場所の構造上、低い位置に
親綱を設置する場合には、短いランヤード又はロック機能付き巻取り式ラン
ヤードを用いる等、落下距離を小さくする措置を講じること。

（２）水平親綱を使用する作業者は、原則として１スパンに１人とすること。
（３）墜落制止用器具は、可能な限り、墜落した場合に振子状態になって物体に激

突しないような場所に取り付けること。
（４）水平親綱に合成繊維ロープを使用する場合は、墜落制止時に下方の障害物・

地面に接触しないように注意すること。

第６ 点検・保守・保管
墜落制止用器具の点検・保守及び保管は、責任者を定める等により確実に行い、

管理台帳等にそれらの結果や管理上必要な事項を記録しておくこと。
１ 点検

点検は、日常点検のほかに―定期間ごとに定期点検を行うものとし、次に掲げ
る事項について作成した点検基準によって行うこと。定期点検の間隔は半年を超
えないこと。点検時には、取扱説明書に記載されている安全上必要な部品が全て
揃っていることを確認すること。

（１）ベルトの摩耗、傷、ねじれ、塗料・薬品類による変色・硬化・溶解
（２）縫糸の摩耗、切断、ほつれ
（３）金具類の摩耗、亀裂、変形、錆、腐食、樹脂コーティングの劣化、電気

ショートによる溶融、回転部や摺動部の状態、リベットやバネの状態
（４）ランヤードの摩耗、素線切れ、傷、やけこげ、キンクや撚りもどり等による

変形、薬品類による変色・硬化・溶解、アイ加工部、ショックアブソーバの状
態

（５）巻取り器のストラップの巻込み、引き出しの状態。ロック機能付き巻取り器
については、ストラップを速く引き出したときにロックすること。
各部品の損傷の程度による使用限界については、部品の材質、寸法、構造及び

使用条件を考慮して設定することが必要であること。
ランヤードのロープ等の摩耗の進行は速いため、少なくとも１年以上使用して

いるものについては、短い間隔で定期的にランヤードの目視チェックが必要であ
ること。特に、ワークポジショニング用器具のロープは電柱等とこすれて摩耗が
激しいので、こまめな日常点検が必要であること。また、フック等の近くが傷み
やすいので念入りな点検が必要であること。
また、工具ホルダー等を取り付けている場合には、これによるベルトの摩耗が

発生するので、定期的にホルダーに隠れる部分の摩耗の確認が必要であること。
２ 保守

保守は、定期的及び必要に応じて行うこと。保守にあたっては、部品を組み合
わせたパッケージ製品（例：フック等、ショックアブソーバ及びロープ等を組み
合わせたランヤード）を分解して他社製品の部品と組み合わせることは製造物責
任の観点から行わないこと。

（１）ベルト、ランヤードのロープ等の汚れは、ぬるま湯を使って洗い、落ちにく
い場合は中性洗剤を使って洗った後、よくすすぎ、直射日光に当たらない室内
の風通しのよい所で自然乾燥させること。その際、ショックアブソーバ内部に
水が浸透しないよう留意すること。

（２）ベルト、ランヤードに塗料がついた場合は、布等でふきとること。強度に影
響を与えるような溶剤を使ってはならないこと。

（３）金具類が水等に濡れた場合は、乾いた布でよくふきとった後、さび止めの油
をうすく塗ること。

（４）金具類の回転部、摺動部は定期的に注油すること。砂や泥等がついている場
合はよく掃除して取り除くこと。

（５）一般的にランヤードのロープ等は墜落制止用器具の部品の中で寿命が最も短
いので、ランヤードのロープ等のみが摩耗した場合には、ランヤードのロープ
等を交換するか、ランヤード全体を交換すること。交換にあたっては、墜落制
止用器具本体の製造者が推奨する方法によることが望ましいこと。

（６）巻取り器については、ロープの巻込み、引出し、ロックがある場合はロック
の動作確認を行うとともに、巻取り器カバーの破損、取付けネジの緩みがない
こと、金属部品の著しい錆や腐食がないことを確認すること。

３ 保管
墜落制止用器具は次のような場所に保管すること。

（１）直射日光に当たらない所
（２）風通しがよく、湿気のない所
（３）火気、放熱体等が近くにない所
（４）腐食性物質が近くにない所
（５）ほこりが散りにくい所
（６）ねずみの入らない所

第７ 廃棄基準
１ 一度でも落下時の衝撃がかかったものは使用しないこと。
２ 点検の結果、異常があったもの、摩耗・傷等の劣化が激しいものは使用しない
こと。

第８ 特別教育
事業者は、高さ２メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なとこ

ろにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る
業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、あらかじめ、次の科目につい
て、学科及び実技による特別の教育を所定の時間以上行うこと。

（※図表省略）

ご不明の点等ありましたら、お近くの都道府県労働局・労働基準監督署までお問い合わせ下さい。
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